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仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

 

な
く
そ
う
差
別
！
運
転
免
許
証
の
本
籍
地
記 

仲
間
と
競
争
せ
ず
、
弱
い
立
場
の
人
と
共
に
団
結
し
て
闘
お
う
。 

期
間
雇
用
社
員
の
希
望
者
全
員
の
正
社
員
化
を
。 

め
ざ
せ
、
均
等
待
遇
、
な
く
そ
う
差
別
！ 

ユ
ニ
オ
ン
は
労
契
法
裁
判
に
勝
利
す
る
ぞ
！ 

 Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
ま
し
た
！

 
未
来
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
も
見
れ
ま
す
。
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ユ
ニ
オ
ン
長
崎
で
検
索
！

 

  
 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

郵
政
ユ
ニ
オ
ン
本
部
に
対

し
て
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
を

代
表
し
て
日
本
郵
政
よ
り
情

報
提
供
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

一
部
を
掲
載
し
ま
す
。 

 

期
間
雇
用
社
員
か
ら
正
社

員
（
一
般
職
）
へ
の
採
用(
登

用)

に
お
け
る
一
次
審
査
免

除
に
つ
い
て  

 
 
 
 

①
正
社
員
登
用
試
験
に
お

い
て
一
次
審
査
に
合
格
し
た

時
給
制
契
約
社
員
に
つ
い
て

は
、
そ
の
翌
年
度
以
降
２
年

間
一
次
審
査
を
免
除
す
る

（
２
０
２
３
年
度
選
考
の
場

合
、
２
０
２
１
年
度
又
は
２

０
２
２
年
度
の
一
次
審
査
合

格
者
が
免
除
対
象
者
と
な
り

ま
す
。） 

②
過
去
直
近
２
回
（
２
０

２
３
年
度
選
考
の
場
合
、
２

０
２
１
年
度
又
は
２
０
２
２

年
度
）
の
正
社
員
登
用
試
験

を
受
験
し
た
者
の
う
ち
、
直

近
２
回
の
ス
キ
ル
評
価
が
Ａ

習
熟
度
あ
り
の
者
に
つ
い
て
、

適
性
試
験
対
策
講
座
（
Ｗ
Ｅ

Ｂ
テ
ス
ト
に
係
る
講
座
）
の

受
講
状
況
、
日
々
の
業
務
遂

行
能
力
及
び
各
社
ご
と
の
業

務
特
性
を
踏
ま
え
た
資
格
取

得
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案

し
、
会
社
が
適
当
と
認
め
た

も
の
に
つ
い
て
一
次
審
査
を

免
除
す
る
。 

 

※
適
性
試
験
対
策
講
座
を
受

講
し
た
者
全
員
が
免
除
と
な

る
わ
け
で
は
な
く
、
会
社
に

お
い
て
講
座
の
受
講
状
況
や

そ
の
他
の
要
件
を
総
合
的
に

勘
案
の
上
、
一
次
審
査
免
除

者
を
選
定
す
る
。 

 

以
上
が
情
報
提
供
で
す
。 

 

 

審
査
に
疑
義
あ
り 

？ 

 

正
社
員
登
用
試
験
の
一
次

審
査
免
除
の
条
件
は
例
年
通

り
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

も
そ
も
こ
の
一
次
審
査
は
必

要
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

特
に
②
の
項
に
は
怒
り
さ

え
覚
え
ま
す
。
社
内
試
験
に

も
か
か
わ
ら
ず
高
い
受
講
料

を
負
担
さ
せ
講
座
を
受
講
さ

せ
る
こ
と
。
受
講
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
全
員
が
免
除
で

は
な
い
こ
と
、
そ
ん
な
講
座

の
受
講
の
有
無
は
、
会
社
へ

の
忠
誠
心
を
図
っ
て
い
る
と

し
か
思
え
ま
せ
ん
。 

ま
た
「
そ
の
他
の
要
件
を

総
合
的
に
勘
案
の
上
」
免
除

者
を
選
定
す
る
と
い
う
事
は
、

登
用
試
験
の
一
次
審
査
同
様
、

こ
の
登
用
試
験
全
体
の
不
透

明
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。 

 

講
座
受
講
状
況
が
一
次
審

査
免
除
要
件
の
一
つ
と
い
う

な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
受
講
者

数
と
受
講
者
の
う
ち
、
一
次

試
験
免
除
と
な
っ
た
人
数
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。 

ま
た
一
次
審
査
合
格
者
の

Ｗ
Ｅ
Ｂ
試
験
の
平
均
点
数
と

不
合
格
者
の
平
均
点
数
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
も
必
要
で

す
。
自
己
採
点
で
出
来
た
と

い
う
社
員
が
、
一
次
に
落
ち

た
と
い
う
話
も
多
く
耳
に
し

ま
す
。 

試
験
の
た
び
に
不
信
感
が

募
り
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下

が
る
、
そ
ん
な
試
験
は
見
直

す
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
せ

ん
か
。 

 

職
場
で
は
正
規
、
非
正
規

関
係
な
く
同
様
の
業
務
を
こ

な
し
て
い
ま
す
。
非
正
規
社

員
が
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
維

持
す
る
た
め
に
も
希
望
者
全

員
正
社
員
化
は
不
可
欠
で
す
。 

  

２
０
２
２
年
４
月
１
日
現

在
の
基
準
内
給
与
及
び
昇
給

額(

一
般
社
員) 

 

上
記
の
表
は
、
昨
年
４
月

１
日
時
点
で
の
基
準
内
給
与

及
び
昇
給
額
で
す
。
基
準
内

給
与
等
に
つ
い
て
は
、
春
闘

交
渉
で
妥
結
・
改
訂
さ
れ
た

も
の
が
例
年
７
月
に
情
報
提

供
さ
れ
ま
す
が
、
昨
年
度
は

提
供
が
な
く
、
今
回
提
供
が

あ
っ
た
の
で
掲
載
し
ま
す
。 

２
３
春
闘
で
は
、
民
営
化

以
降
最
大
の
賃
上
げ
と
マ
ス

コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し

た
が
、
中
身
は
夏
期
冬
期
休

暇
削
減
と
引
き
換
え
に
提
案

さ
れ
た
金
額
も
含
ま
れ
て
お

り
、
満
足
の
い
く
賃
上
げ
と

は
言
え
な
い
も
の
で
し
た
。 

物
価
高
に
追
い
つ
く
賃
金

改
善
を
勝
ち
取
ら
な
い
と
本

当
の
賃
上
げ
と
は
な
り
ま
せ

ん
。 尚

、
給
与
の
う
ち
調
整
手

当
に
つ
い
て
は
、
都
心
部
中

心
で
、
地
方
で
勤
務
す
る
社

員
の
多
く
に
は
支
給
さ
れ
て

い
な
い
も
の
で
す
。 

 

 

全労協・郵政産業労働者 

ユニオン長崎中郵支部 

機関紙「みらい」 

ＮＯ．４３４３ 

`23 年４月２５日（火） 

℡･Fax 095-828-1953 

  文責 支部書記長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間雇用パート労働者の皆さん! 困リごとは職場の郵政ユニオンへご相談を。      

1 集-海江田, 2 集-向井, 3 集-山田, 支部・分会の役員へ。        

2022 年 4 月 1 日現在の基準内給与及び昇給額

(一般社員） 
 推計値  

  基準内給与 昇給額 

 基 本 給  

277,198円 
基準内給与に対し 

グループ 

全体 

扶 養 手 当  

5,463円 
1.31% 

 調 整 手 当 

11,853円 

         

3,860円 

 計     

294,514円 
  

   

※１ 昇給額及び昇給率については、査定昇給を

含む。 

※２ 基礎昇給については、減給保障の消し込みを 

考慮している。 

※３ 2021年4月1日～2022年3月31日 

適用の基本給表を用いて算出している。 
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